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(57)【要約】
　本発明による心腔(22)内の組織を切除するための医療
装置は、患者の食道(21)内に導入されるように構成され
た案内部材と、カテーテルの遠位端部又は遠位先端部に
取付けられた切除電極を備えた切除部材とを有する。案
内部材のヘッド(2)と切除部材の先端部は、両方とも磁
化され(12,15)、それらの遠位端部を近づけると、磁気
的に結合する。いったん磁気的結合を達成したら、案内
部材を移動させることによって、切除部材の先端部を案
内する。案内部材は、治療中に生理的パラメータを監視
することを可能にするセンサ(20,23)を含むことが好ま
しい。本発明の更なる目的は、治療中に切除先端部を案
内する方法に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　心腔内で組織切除を実施するための医療装置であって、
　人体の第１の領域内の生来の通路によって導入されるように構成された案内部材を有し
、前記案内部材は、ヘッド（２）を含む遠位端部を有し、前記ヘッドは、少なくとも１つ
の磁石（１２）と温度センサ（２０）とを有し、
　更に、心腔に導入されるように構成された切除部材を有し、前記切除部材は、遠位先端
部（１４）を有し、前記遠位先端部は、少なくとも１つの切除手段と少なくとも１つの磁
石（１５）とを有し、前記切除部材の少なくとも１つの磁石は、前記案内部材の少なくと
も１つの磁石（１２）と人体組織を介して磁気的に結合し且つ相互作用することが可能で
ある、医療装置。
【請求項２】
　前記案内部材と前記切除部材の少なくとも一方は、近位端部と、前記近位端部と前記遠
位端部又は前記遠位先端部との間に延びる少なくとも１つの管腔と、前記遠位端部のヘッ
ド（２）を移動させるためにハンドル（１）によって作動される操縦機構とを有する、請
求項１に記載の医療装置。
【請求項３】
　前記案内部材は、患者の食道内に導入されるように構成され、前記切除部材は、前記遠
位先端部（１４）を左心房内に支持するように構成される、請求項１又は２に記載の医療
装置。
【請求項４】
　前記案内部材のヘッド（２）は、食道の内壁と接触するように構成された少なくとも１
つの平坦面（１１）を有するように形状決めされる、請求項１～３のいずれか１項に記載
の医療装置。
【請求項５】
　前記案内部材のヘッド（２）は、前記切除部材の遠位先端部（１４）をドッキングさせ
るように構成された凹部（１３）を有する、請求項１～４のいずれか１項に記載の医療装
置。
【請求項６】
　前記案内部材のヘッド（２）は、その側面で組織と接触し、更に、前記温度センサ（２
０）の近傍に配置された力／圧力センサ（２３）を有する、請求項１～５のいずれか１項
に記載の医療装置。
【請求項７】
　前記案内部材のヘッド（２）は、可動磁石の配列を有し、前記可動磁石の配列は、前記
ヘッド（２）と前記切除部材の遠位先端部（１４）との間の磁気引力の大きさを調整し且
つ制御できるように配置される、請求項１～６のいずれか１項に記載の医療装置。
【請求項８】
　前記切除部材の遠位先端部（１４）は、球形の凹部（２４）と、前記凹部（２４）の内
側で自由に回転するボール（２５）と、前記ボール（２５）の移動、従って前記切除部材
の遠位先端部（１４）の移動を測定するための手段（２６、２７）とを有する、請求項１
～７のいずれか１項に記載の医療装置。
【請求項９】
　前記案内部材は、前記ヘッド（２）の前後移動又は回転移動を引起こすための手段を有
する、請求項１～８のいずれか１項に記載の医療装置。
【請求項１０】
　前記切除部材の遠位先端部（１４）のヘッドは、卵形の形状を有する、請求項１～９の
いずれか１項に記載の医療装置。
【請求項１１】
　前記切除部材の遠位先端部（１４）は、その周囲に螺旋形状の隆起部を有する、請求項
１０に記載の医療装置。
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【請求項１２】
　心腔内の心臓組織の切除中、切除部材の先端部（１４）を案内する方法であって、
　カテーテルの遠位端部に取付けられた切除部材の先端部（１４）を心腔内に挿入して配
置する工程と、
　案内部材の遠位ヘッド（２）を患者の食道、又は、治療すべき心腔の近傍の他の箇所の
中に挿入する工程と、
　前記案内部材のヘッド（２）及び前記切除部材の先端部（１４）を磁気的に結合させる
工程と、
　前記案内部材のヘッド（２）だけを移動させることによって、前記切除先端部（１４）
を予め決められた軌道に沿って案内する工程と、
　前記切除部材の先端部（１４）にエネルギーを加えて、心臓組織の切除を行う工程と、
を有する方法。
【請求項１３】
　更に、前記案内部材のヘッド（２）に取付けられた温度センサを用いて、組織の温度を
監視し、前記切除部材の先端部（１４）に送られるエネルギーを、測定された温度に従っ
て適合させる工程を有する、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　更に、前記切除部材の先端部（１４）と前記案内部材のヘッド（２）との間の引力を監
視する工程を有する、請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　更に、前記切除先端部（１４）の移動を測定する工程を有する、請求項１２に記載の方
法。
【請求項１６】
　更に、前記案内部材のヘッド（２）を回転移動又は前後移動させる工程を有する、請求
項１２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は心腔内の連続した線に沿って心臓組織を切除するための改善された医療装置又
は機器に関する。本発明の更なる目的は、切除手術中、切除カテーテルを位置決めし、案
内する方法に関する。より詳細には、本発明の装置及び方法は、心房細動の発生を治療し
て防止するために、左心房の後壁に切除線を実施するように構成される。その範囲におい
て、医療装置は、切除電極を備えた遠位端部を有する細長い部材と、切除電極の正確な制
御を可能にする第２の細長い部材即ち案内部材とを有する。
【背景技術】
【０００２】
　異常な心拍リズムは、一般に、心不整脈と呼ばれ、異常に速いリズムを伴う場合には頻
脈と呼ばれる。心房細動は、心房と呼ばれる心臓の２つの上部心腔内における異常な放電
によって引起こされる心臓の異常リズムである。心房細動は、血液を心臓の下部心腔（心
室）にポンプ送りする心房の能力を低下させ、普通、心臓に速すぎる拍動を生じさせ、心
不全及び心臓発作を含む合併症を誘発させることがある。
【０００３】
　心房細動の再発を防ぐための薬物が用いられてきたけれども、薬物は常に有効とは限ら
ず、また望ましくない又は耐えられない副作用を誘発させることがある。さらに、薬物は
、根本的な原因を治療するものではない。埋込み式の装置も用いられているが、かかる装
置は、不整脈が起こった後にそれを矯正するだけで、不整脈を防ぐ助けにはならない。
【０００４】
　対照的に、外科的で侵襲的なカテーテル手法は、細動を誘発させる電気的不良を引起こ
す心臓組織の一部分を切除することによって疾患を治療するので、有望であり非常に良好
な結果をもたらしている。
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【０００５】
　心房の内壁のある部分の切除を実施する前に、心臓内の異常電気経路を突き止めると共
に心臓活動の他の力学的特徴を検出するために、まず、心臓マッピングが実行される。心
臓の正確なマッピングを構築するための種々の方法及び装置が開示され、一般に用いられ
ており、それを本明細書では更に説明しない。いったん心臓マッピングを行ったら、臨床
医は、心臓マッピングを参照し、心臓マッピングは、切除を実施すべき箇所及び線を臨床
医に指示する。
【０００６】
　切除を実施するために一般に用いられる１つの技術は、無線周波数カテーテル切除とし
て知られている。この技術は、カテーテルの遠位端部に取付けられた切除電極を用い、カ
テーテルの遠位端部を生来の通路を通して目標心腔内に導入し、次に、外科医が、操縦機
構に作用するカテーテルの近位端のハンドルによって、カテーテルの遠位端部を操作する
。これにより、心臓マッピング技術及び／又は蛍光透視法によって決定される正確な位置
に切除電極を配置させるように、カテーテルの遠位端部を移動させる。いったん切除電極
を予め決められた領域に接触させたら、無線周波数エネルギーを加えて、心臓組織を切除
する。心臓組織の予め決められた部分に首尾よく損傷を生じさせることにより、心房細動
の原因である異常電気的パターンを取除く。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、この技術は幾つかの困難を有する。現在用いられている手作業によるカ
テーテル切除、及び、開発中のロボット切除システムの技術は、心房壁内面に沿って正確
に制御された切除電極先端部の移動を可能にしない。カテーテルの遠位端部に位置する切
除電極は、直線に従ってではなく、１つの箇所から別の箇所にスリップしたり及びジャン
プしたりすることが多い。治療中、心房壁のリアルタイムの可視化がないと、正確な連続
切除線の生成が妨げられる。切除箇所と切除箇所の間の途切れは、一般に効率の欠如をも
たらし、心房粗動の発生を誘発させることがある。
【０００８】
　別の知られている問題は、切除損傷の深さを正確に制御するために、切除先端部に送ら
れる正しいエネルギーレベルを決定することに関する。カテーテルの遠位端部が正しく配
置されていない場合、又は、切除電極が心臓組織に対して垂直でない場合、加えるエネル
ギーが低すぎて損傷が無効であったり、加えるエネルギーが高すぎて稀に食道熱傷及び心
房から食道への瘻孔を形成したりすることがある。この合併症は、稀ではあるが、報告さ
れた事例の半数を超える事例において極めて破壊的であり致命的である。
【０００９】
　カテーテル先端部において切除電極の近傍に温度センサを用いることは、この問題を解
決する助けにならない。その理由は、温度センサの測定は、殆どの場合、無線周波数エネ
ルギーを加えたときの切除電極の加熱による影響を受け、温度センサが組織温度の正確な
測定を行わないからである。
【００１０】
　本発明の目的は、治療中の切除電極の配置及び移動の正確な制御を可能にする医療装置
又は機器、及び方法を提供すること、及び適切な生理的パラメータを効果的に監視して、
上述の恐ろしい合併症の発生を防ぎ又はなくすことにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の目的は、請求項１に記載された特徴を有する医療機器、及び、請求項１２に記
載された心腔壁のある部分の切除治療中に切除電極を案内する方法によって達成される。
【００１２】
　本発明の目的である医療機器及び方法の他の特徴は、従属請求項に記載される。
【００１３】
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　本発明の１つ又はそれ以上の実施形態の詳細は、添付の図面及び以下の説明において示
される。本発明の他の特徴、目的、及び利点は、以下の詳細な説明及び添付の図面から明
らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】切除カテーテルを案内するように構成された案内部材の概略図である。
【図２】図１の線Ａ－Ａにおける断面図である。
【図３】図１の線Ｂ－Ｂにおける断面図である。
【図４】案内部材ヘッドの変形形態を示す図１の線Ｂ－Ｂにおける断面図である。
【図５】医療装置の切除部材の先端部の概略図である。
【図６】切除部材の遠位端部の変形形態の断面図である。
【図７】図６の線Ｄ－Ｄにおける断面図である。
【図８】案内部材の遠位ヘッドの変形形態を示す、図３に類似する断面図である。
【図９】切除部材に磁気的に結合された案内部材の概略図である。
【図１０】案内部材の遠位端部の変形例を示す、図９に示す案内部材に類似する概略図で
ある。
【図１１】案内部材ヘッドと切除先端部が磁気的に逆の位置で結合されている、図９及び
図１０に類似する概略図である。
【図１２】移動距離を計算する手段を備えた切除部材の遠位先端部の更なる実施形態の概
略図である。
【図１３】移動距離を計算する変形手段を備えた切除部材の遠位先端部の更なる実施形態
の概略図である。
【図１４】切除部材の遠位先端部及び案内部材の更なる実施形態の概略図である。
【図１５】切除部材の遠位先端部の更に別の実施形態の概略図である。
【図１６】切除部材の遠位先端部の更に別の実施形態の概略図である。
【図１７】切除先端部の移動を示す概略的な側面図である。
【図１８】切除先端部の移動を示す概略的な平面図である。
【図１９】案内部材のヘッド内に組込まれるように構成された磁石の配列を示す図である
。
【図２０】図１９の磁石の配列により生成される磁界を示す図である。
【図２１】医療装置の案内部材内に用いられる磁石の配列の概略図である。
【図２２】案内部材内に用いられる変形の磁石の配列の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　概略的には、本発明の目的である医療装置は、例えば、遠位端部及び近位端を有し且つ
カテーテル法等の既知の技術によって生来の通路を通して人体内に導入されるように構成
された２つの異なる細長い部材を有する。２つの細長い部材の両遠位端部は、磁石又は磁
石の配列を有し、従って、それらを互いに近づけると、それらを磁気的に結合させること
ができる。細長い部材の各々は、人体の異なる腔に導入されるように構成され、従って、
２つの細長い部材の遠位端部の間の磁気的結合は、常に、内臓器官の壁を介して生じるこ
とに注意すべきである。一例として、細長い部材のうちの一方は、患者の１つの心腔に導
入され、第２の細長い部材、即ち、案内部材は、食道に導入される。もちろん、他の組合
せも、後で説明するように可能である。一方の細長い部材の遠位端部は、磁石又は磁石の
配列に加えて、人体組織を切除する手段を有する。第２の細長い部材の遠位端部は、両遠
位端部が磁気的に結合したときに、切除すべき組織の反対側の温度を監視する温度センサ
を有する。２つの細長い部材のうちの少なくとも一方は、その遠位端部を種々の方向に移
動させるための手段を有することが好ましい。そのような手段は、一例を挙げれば、近位
端から遠位端部まで延び、従来の生物医学的カテーテルのように近位端に設けられたハン
ドルによって作動させることが可能な操縦機構に接続されるワイヤである。更なる実施形
態では、両部材の遠位端部は、適切な手段によって独立に操作することができる。以下の
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開示において、本発明による医療装置は、左心房の内壁のある部分の切除に関連した好ま
しい実施形態を説明する。本発明の精神から逸脱することなしに、同じ原理に従って実施
することが可能な多くの他の治療法がありうることは明白である。
【００１６】
　解剖学的観察によれば、食道は、左心房後壁上縁のレベルで左心房外壁と接し、下肺静
脈のレベルを超えて接している。従って、本発明の１つの目的は、患者の食道に導入され
、次いで、心房内にある切除電極に食道壁及び心房壁を介して磁力によって結合される案
内部材を用いて、心腔内に配置された切除カテーテルを案内することにある。その範囲に
おいて、本発明の目的である医療機器は、２つの異なる細長い部材を有する。
【００１７】
　第１の部材、即ち、切除部材は、その遠位端部に、切除手段を有し、この切除手段は、
例えば、心房内で組織切除を行うように適合させた無線周波数発生器に接続された電極で
ある。第２の部材、即ち、案内部材は、カテーテルチューブで構成され、このカテーテル
チューブは、口又は鼻を通して患者の食道に導入され、左心房の近傍にある食道部分内に
案内されるように構成される。両部材の遠位端部は、両部材の遠位端部が近づいたときに
食道及び心房の両方の壁を介して磁気的に結合することを可能にする少なくとも１つの磁
石又は磁石の配列を有する。いったん磁気的結合を達成したら、患者の食道内の案内部材
を用いて、切除部材を予め決められた軌道に沿って案内し、心臓組織を切除する。
【００１８】
　図１を参照すると、人体の食道に導入されるように構成された案内部材が、近位端部に
配置されたハンドル１と、遠位端部とを有し、この遠位端部は、ヘッド２としても参照さ
れる。可撓性の中空プラスチックチューブ３は、近位端部と遠位端部とを接続する。チュ
ーブ３の下側部分４は、可撓性プラスチック材料で作られ、案内部材の遠位端部、即ち、
ヘッド２を組込んでいる。この案内部材のハンドル１は、更に、操縦機構を有し、この操
縦機構は、カテーテルチューブの下側部分４、従って、ヘッド２を種々の方向に移動させ
ることを可能にする２つの回転コマンドボタン５、６を有している。カテーテルチューブ
３の上側部分は、等間隔のマーカーを有し、このマーカーは、患者の食道内へのカテーテ
ルの前進の距離／患者の食道からのカテーテルの後退の距離、従って、患者の食道内での
遠位ヘッド２の長手方向の移動を視覚的に認識するのに用いられる。
【００１９】
　図２は、図１の線Ａ－Ａにおける断面図であり、コマンドボタン５、６に接続され且つ
カテーテルヘッド２まで延びる４つのワイヤ７、８、９、１０を示す。コマンドボタン５
、６の回転により作動されるこれらのワイヤは、可撓性部分４に張力を伝えることを可能
にすると共に、カテーテルヘッド２の曲げを異なる面内において可能にする。
【００２０】
　案内部材の遠位端部、即ち、カテーテルヘッド２は、後で説明する少なくとも１つの永
久磁石、又は、永久磁石の配列を有する磁化部分を有している。
【００２１】
　図３は、図１の線Ｂ－Ｂにおける食道カテーテルヘッド２の断面図であり、永久磁石１
２のＮ極及びＳ極を示す。永久磁石１２は、カテーテルチューブ３の遠位端部のところで
プラスチックヘッド２に完全に組込まれ、従って、カテーテルヘッド２は、電気的に絶縁
されている。次の段落において分かるように、案内部材の磁化された遠位ヘッド２は、そ
れに対応する切除部材の磁化された端部に結合され、それと協働するように構成され、従
って、切除のために無線周波数エネルギーを用いる場合、案内部材のヘッド２が電気的に
絶縁されていることが重要である。この場合、絶縁されていないと、案内部材ヘッド２の
望ましくない加熱を生じさせる容量性電流の生成を引起こすことがあり、食道壁への熱傷
の危険がある。案内部材ヘッド２は、治療中に食道の内壁に当接するように構成された少
なくとも１つの平坦面１１を有するように形状決めされることが好ましい。案内部材ヘッ
ド２の変形形態が図４に示され、図４は、後述する円筒形切除先端部のより良好なドッキ
ング又は結合を可能にするように平坦面１１内に配置された半円筒形状の凹部１３を示す
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。
【００２２】
　本発明の目的である医療装置は、切除を行うための適当な部材、即ち、切除部材を有し
、切除部材は、例えば、近位端部と遠位端部と両端部の間に延びる管腔とを有するカテー
テルの遠位端部に取付けられた少なくとも１つの通常の切除電極として構成される。少な
くとも１つの切除電極を含む無線周波数（ＲＦ）切除プローブが、切除部材の遠位端部の
終端に配置され、必要な場合、医師が、近位端部に配置されたハンドルの作動によって、
又は、外部シースの移動又は曲げられた内部コアワイヤによって、切除プローブを操作す
る。切除カテーテル装置の作動原理は、当該技術分野においてよく知られており、係る作
動原理を本出願においてさらに詳細に説明しない。本発明では、単極及び２極の切除カテ
ーテルの両方が用いられてもよい。
【００２３】
　図５は、切除部材の遠位端部を概略的に示し、遠位端部は、切除部材の先端部１４とし
ても参照される。先端部１４は、永久磁石１５を組込み、そのＮ極とＳ極を、それに対応
するＮとＳの文字で示す。切除部材の先端部１４の形状は一般に円筒形であるが、他の形
状を有していてもよく、永久磁石１５と在来の切除電極の両方を組込んでいる。切除部材
の先端部１４は、可撓性プラスチックチューブ１６に取付けられ、導電性ワイヤ１７によ
り、切除電極に電流を送ることを可能にする。変形例では、先端部１４とチューブ１６の
遠位部分は、１つより多くの切除電極及び／又はセンサ電極を組込んでいてもよい。
【００２４】
　図６は、切除部材の先端部１４の変形例を示し、先端部１４はまた、カテーテルの円筒
形先端部１４内に配置された磁石、好ましくは永久磁石１５を有する。円筒形先端部１４
は、可撓性チューブ１６に取付けられると共に、多数の灌注孔１７を有している。冷却及
び洗浄のために、水を近位端部からプラスチックチューブ１６の管腔１８の中を通して先
端部１４まで注入することができる。この実施形態では、電流は、先端部１４の切除電極
まで、可撓性プラスチックチューブ１６内に組込まれ且つコイル巻きされた金属ワイヤ１
９を通して送られる。この形態において、コイル巻きされた電線１９は、カテーテル内の
管腔１８のつぶれを防止する保持機能も有している。
【００２５】
　図８に示す案内部材の遠位端部の好ましい実施形態では、案内部材のヘッド２は、温度
センサ２０を有し、温度センサ２０により、ヘッド２の平坦面１１が食道壁に接触する箇
所における温度の正確な測定を可能にする。温度センサ２０は、任意の既知の種類のもの
であり、例えば、熱電対、サーミスタ、又は光ファイバベースのセンサ等の他の既知の温
度測定手段である。
【００２６】
　図９は、好ましい実施形態の一例として、食道の内壁２１に接触する案内部材ヘッド２
と、心房の内壁２２に当接する切除先端部１４とを示し、ヘッド２と先端部１４は磁気的
に結合されている。温度センサ２０により、臨床医は、食道内壁２１の接触箇所における
温度を監視し、食道壁の熱傷を防ぐように切除部材先端部１４の切除電極に送られるエネ
ルギーを調節するのがよい。臨床医が、切除電極に送られるエネルギーを温度測定値に応
じて手作業で調整してもよいが、適切なレベルのエネルギーを切除電極に送る工程を、温
度センサによって制御される無線周波数発生器の電気的制御を用いて自動化してもよい。
【００２７】
　伝統的な切除カテーテルは、切除先端部に配置された温度センサを組み込んでいるが有
しているが、この装置は、切除箇所における組織の温度の直接の測定を可能にせず、その
代わりに、カテーテル先端部自体の温度の測定が行われる。この測定は、組織自体の温度
を指示せず、ほとんどの場合、切除先端部にエネルギーが送られたときの切除電極の加熱
による影響、又は、切除先端部に冷却流体が供給されたときの冷却工程による影響を受け
ているので、妥当なものではない。温度センサ２０を、切除先端部１４内の代わりに、案
内部材のヘッド２内に配置することによって、組織（食道壁２１の内部又は心房壁２２の
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表面のいずれか）の温度のいっそう正確な測定が達成され、従って、切除工程中の過熱に
よる致命的な損傷を防止する。温度センサ２０で温度を連続的に監視することによって、
カテーテルを連続的に移動させながら組織を切除することが可能であり、従って、ある箇
所から別の箇所への不連続な移動ではなく、連続的な切除線を生成することが可能である
。
【００２８】
　図１０に示す案内部材の更なる好ましい実施形態では、食道の内面に接触するように構
成されたヘッド２の側部は、ヘッド２の外面と磁石１５との間において温度センサ２０に
近接して配置された力／圧力センサ２３を有している。この圧力センサ２３の機能は、２
つの磁石の間の組織の圧縮の指標を正確に得ることにある。それにより、２つの磁石１２
、１５の相互作用によって組織に働く力を測定することを可能にする。また、このパラメ
ータを知ることにより、食道側ヘッド２が食道壁に対して誤って配置された場合、臨床医
は警告を受ける。
【００２９】
　一例として、ヘッド２の平坦面１１ではなくその湾曲面が食道内壁と接触した場合、図
１１に示すように切除先端部１４が上下逆の状態で、磁気的結合が依然として起こり得る
。この場合、磁石のパラメータを知っていれば、圧力センサは、正常な範囲内にない値を
送信し、そのようにして、ヘッド２と切除先端部１４が反対向きに結合していることを臨
床医に知らせる。圧力センサを有することの更なる利点は、２つの磁石間の相互作用力を
知っていれば、案内部材のヘッド２と切除部材の先端部１４との間の距離の計算を可能に
することである。かかる距離を食道の内壁の温度測定と関連させて知っていれば、切除電
極に加えるエネルギーのレベルを高精度で計算するためのアルゴリズムを改善することが
可能であり、従って、心房の内壁に形成すべき切除損傷の直径と深さをより正確にするこ
とが可能である。
【００３０】
　力／圧力センサが、磁石１５の方向への磁石１２の移動によって生成される力だけを測
定し、且つ、ヘッド２と組織表面の間の接触により生じる力を測定しないように、力／圧
力センサが配置されるのがよい。その範囲において、磁石は、ヘッド２の剛性のケーシン
グ内に、例えばばねを用いて弾性的に取付けられる。従って、磁石１２は、ヘッド２のケ
ーシング内を垂直方向に自由に移動する。磁石１２は、静止位置において、ヘッド２のケ
ーシング内の中央に位置し、力／圧力センサと接触していない。いったん、磁気的結合が
生じると、磁石は力／圧力センサに向って移動させられる。これにより、２つの磁石の間
の相互作用力だけの測定を可能にする。この力は、２つの磁石の間の距離にのみ依存する
ので、ヘッド２と先端部１４との間の距離の正確な測定が達成される。かかる距離及び食
道壁の温度を知ることにより、食道壁上の測定温度に基づいて、心房表面の温度を計算す
るアルゴリズムを最適化することが可能である。
【００３１】
　図１２を参照すると、切除部材の先端部の変形形態が図示されている。切除先端部１４
は、球形の凹部２４を有し、切除先端部１４を心房壁に沿って移動させるとき、ボール２
５が凹部２４内で自由に回転できる。さらに、ボール２５の回転に対応する信号を送出で
きるように、２つの光ファイバ２６、２７が先端部１４内に配置され、かくして、心房壁
の表面に沿って移動するときの先端部１４の移動距離を決定することを可能にする。
【００３２】
　図１３は、切除先端部１４の心房壁の上における移動距離を決定することを可能にする
変形形態を示す。この実施形態では、回転するボールは存在せず、その代わりに、先端部
１４の心房壁に対する移動を直接読取る２つの光ファイバが存在する。
【００３３】
　図１４は、切除先端部１４の形状が卵形である切除先端部１４の別の変形形態を示す。
この形状は、切除先端部１４と心腔の表面２２の間の接触領域を最小にすることによって
、心腔の表面上における切除先端部１４のより円滑な移動を可能にする。心腔の表面が完
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全に平坦ではなく、不規則性及び／又は障害物を有することがあるとき、卵形状は、切除
先端部のより容易な移動を可能にするので好ましい。切除先端部１４内の磁石１５は、長
手方向に配置され、Ｎ極とＳ極が垂直方向に配置された前の実施形態とは対照的である。
従って、それに対応する案内部材２内の磁石も、長手方向に配置される。垂直方向及び長
手方向の両方の配置を、区別することなしに用いることができる。臨床試験は、卵形の切
除先端部１４を用いる場合には、切除先端部が障害物に出会うので、切除先端部が案内部
材２から磁気的に離脱することがあることを示した。磁気的結合、従って、切除先端部１
４の案内を改善するために、切除先端部の案内方法を改善するような案内部材の移動を引
起こす実験を行った。この移動は、案内部材に前後運動が加えられる図１４の矢印によっ
て図示するように、案内部材に前後移動を付与する長手方向であってもよいし、図１５に
図式的に示すように、回転方向であってもよい。
【００３４】
　図１６は、切除先端部１４の別の変形形態を示し、切除先端部は、卵形容積として形状
決めされ、その周囲に、螺旋形状の隆起部を更に有している。この螺旋形状隆起部の目的
は、組織と先端部の間の接触領域を最小にすることによって、切除先端部１４の移動を改
善することにある。この螺旋形状隆起部により、切除先端部が心房表面に沿って移動する
とき、切除先端部自体が自由に回転する。これらの実施形態において、プラスチックチュ
ーブ１６は、案内部材のチューブ３に用いられる材料よりも柔軟で可撓性のある材料で形
成されることが好ましく、これは、抵抗を最小にして切除先端部の案内を改善するためで
ある。
【００３５】
　組織表面に沿って移動する切除先端部を図式的に示す側面図及び平面図である図１７及
び図１８を参照すると、案内部材に加える移動（回転移動又は前後移動）により、切除先
端部がゆっくりと回転し、それと同時に、軸線方向に移動することが分かり、かくして、
特に障害物が存在する場合に心房壁上の切除先端部の前進をより容易にする。治療を行う
とき、上記前後移動及び／又は回転運動を、医師が手作業によって達成してもよいが、案
内部材のヘッド２の前後移動又は回転移動を達成するための機械的手段（空気モータ又は
電気モータ）を有する案内部材を構成することが好ましい。
【００３６】
　図１４、図１５及び図１６において、単一の磁石１２が案内部材２の遠位ヘッド内に図
示されているが、単一の磁石１２を磁石の配列に置換してもよいことは明白である。かか
る磁石の配列の一例を図１９に示し、図１９は、案内部材のヘッド内に長手方向に配置さ
れた３つの中央の磁石４３と、垂直方向に配置された２つの磁石４４とを示している。こ
れらの磁石は全て、磁石に対する軸線方向に磁化されている。単一の磁石が、３つの磁石
から成る中央部分に置換されてもよいことが明らかである。この磁石形態は、ハルバッハ
（Hallbach）配列に類似しているが、この場合、端部磁石の別の配向により、非対称な磁
界が形成される。
【００３７】
　図２０は、この磁石の配列によって発生する磁界を概略的に示す。
【００３８】
　ここまで、図２～図１３の単一の永久磁石を参照して、案内部材のヘッド２の磁化部分
を説明してきたけれども、磁化部分を特定の磁石の配列に置換してもよい。かかる配列を
図２１に概略的に示す。この図の左側において、切除先端部２１内に配置された磁石が、
ｙ軸の原点からある距離のところに配置された円筒形磁石２８として示されている。矢印
２９は、この磁石の磁化方向を表す。案内部材のヘッド２内に挿入されるように構成され
た磁石の配列を、図２１の右側に示す。この磁石の配列は、３つの異なる永久磁石３０、
３１、３２、３３、３４、３５の２つのグループで構成され、２つのグループは、ｚ軸に
対して対称に配置されている。磁石に対応する矢印３６、３７、３８、３９、４０、４１
は、それぞれの磁化方向を示す。磁石２８と磁石の配列３０、３１、３２、３３、３４、
３５との間の磁力の大きさを制御するために、磁石３０、３１、３２、３３、３４、３５
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を同期回転させる。左列の磁石３０、３１、３２を反時計方向に回転させる場合、右列の
磁石３３、３４、３５を同じ角度で時計方向に回転させなければならず、逆の場合も同様
である。磁石の回転により、磁石２８と案内部材のヘッド内の磁石の配列との間の引力は
、ゼロまで減少させてもよいし、必要な場合、斥力に変えてもよい。力の大きさは、距離
及び回転角度の両方に依存する。従って、かかる磁石の配列により、切除先端部１４と食
道内に配置された案内部材のヘッド２との間の引力を変化させることが可能である。図１
４に示す磁石の配列の位置は、磁石２８に働く最大の力に対応する。回転する磁石の異な
る形態を有する他の配列により、同じ結果を達成してもよいことは明白である。変形形態
の一例を図２２に示し、図２２は、２つの直方体形状の磁石で囲まれた２つの円筒形磁石
４６からなる磁石の配列を示す。
【００３９】
　力／圧力センサと調整可能な磁力との組合せにより、臨床医は、案内部材と切除先端部
の間の引力を正確に適合させることができる。
【００４０】
　切除先端部１４と案内部材のヘッド２との磁気的結合により、切除電極の位置が決定さ
れ、切除する組織に対して常に垂直であり、従って、連続的な切除線を達成することがで
きる。温度センサが、切除電極を支持しない部材のヘッド２内に配置されていれば、臨床
医は、切除領域の近傍における生理学的状態の正確な知識を有し、従って、切除電極に送
るエネルギーを、治療中の食道壁の焼損を防止するように調整し且つ最適化することがで
きる。
【００４１】
　ここで、この医療装置の作動原理を簡潔に説明する。この装置の主目的は、切除部材の
先端部１４内に配置された切除電極に送るエネルギーによって、連続的な切除線を左心房
壁上に形成することにある。いったん心臓マッピングを実行して、心房内の処置すべき切
除線又は領域を正確に決定したら、切除カテーテルを生来の通路、通常は鼠径部又は頸部
領域内の静脈又は動脈の中を通して導入すると共に、医師による操縦機構の適切な操作に
よって、選択された心腔内に案内する。いったん、切除カテーテルを心房内の適所に配置
したら、案内部材、即ち、食道カテーテルのヘッド２が左心房の近傍に達するまで、案内
部材を患者の口又は鼻を通して食道内に導入する。同じ結果を達成するために、他の導入
部位も可能であることに注目すべきである。
【００４２】
　いったん食道カテーテルのヘッド２を上記位置に到達させると、食道カテーテルのヘッ
ド２は、切除カテーテルの先端部１４と磁気的に結合される。先端部１４とヘッド２の磁
気的結合は、食道壁と左心房壁の両方を介して起きる。いったんヘッド２と切除先端部１
４を結合させたら、食道カテーテルを引いたり押したりして、並びに、食道カテーテルヘ
ッド２の遠位端部の曲げを生じさせるコマンドボタン５、６を操作して、食道カテーテル
だけを長手方向並びに横方向の両方に移動させることによって、切除カテーテル先端部１
４を制御して案内するのがよい。従って、切除電極を支持する部材の操縦機構を操作する
必要なしに、食道カテーテルだけを作動させることによって、切除カテーテルの切除先端
部を左心房腔内で移動させることができる。食道カテーテルを移動させることにより、磁
気的に結合された切除先端部１４を引き、それにより、左心房の内面に沿った切除先端部
の制御された移動を可能にする。臨床医が２つのカテーテルを正しく位置決めし且つヘッ
ド２と切除先端部１４の磁気的結合を可能にするために、一般的には、上記ステップを蛍
光透視法又は医者を支援する任意の他の適切な非侵襲的画像形成法の下で実施する。いっ
たんカテーテルを適所に配置し、磁気的に結合させたら、切除線の軌道を定め、無線周波
数エネルギーを切除先端部に加えることなしに、第１の移動操作を行う。食道カテーテル
を引張ったり押したりすることによって、システムの長手方向の移動を、左心房を横切る
ように実施する。長手方向移動の大きさを、食道カテーテルの近位端部の部分の上に現れ
るマーカーを参照して測定する。垂直方向の移動を、案内部材の操縦機構を作動させるこ
とによって得られる食道カテーテルの横方向の曲げによって達成する。図１２及び図１３
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正確に監視し且つ計算するのがよい。
【００４３】
　引続いて、システムを３～４ミリメートルごとに停止させる第２の操作を行い、エネル
ギーを切除電極に発生器によって加え、直径約４ミリメートルの損傷を形成する。これに
より、決められた軌道全体に沿って連続する切除線を形成する。
【００４４】
　変形例として、切除先端部１４は、当該技術で既知の他の切除手段、例えば、レーザ切
除、極低温切除、超音波切除、マイクロ波切除の手段を有していてもよい。
【００４５】
　当該技術において既知の位置センサを、切除カテーテルの先端部１４及び／又は案内部
材のヘッド２に一体化して、両カテーテルの３次元位置座標を直接得ることが有利である
。
【００４６】
　簡略化された実施形態では、医療装置の２つの部材のうちの１つのみが、その遠位端部
を移動させる手段を有していてもよい。例えば、切除先端部を支持する部材が、簡単な可
撓性チューブで構成され、この可撓性チューブが、切除電極及び磁石を備えた遠位端部を
有していてもよい。この部材を、例えば、案内カテーテルを用いて、心臓の上腔内に導入
し、カテーテルのシースの中を通して押す。変形例として、温度センサを支持する部材も
、単一の可撓性本体で構成され、この可撓性本体が、その遠位端部に、磁石と温度センサ
を備えたヘッドを有していてもよい。この場合、切除電極を支持する部材と磁気的に結合
させた後、切除部材の案内を、前の段落で説明したように、カテーテル治療において用い
られる従来の手段によって実現する。
【００４７】
　本発明の技術を左心房の治療に関連して説明したけれども、実際には、同じ原理を、心
房中隔等の心臓の他の領域の切除に適用してもよいことは明白である。その場合、温度セ
ンサを支持するカテーテルを右心房内に配置し、切除カテーテルを左心房内に配置する。
心房の下側後部を切除する場合、温度センサを支持する部材を冠状静脈洞内に配置し、切
除カテーテルを左心房又は右心房の内に配置する。左心室を切除する場合、温度センサを
支持する部材を冠状静脈内に配置し、切除カテーテルを左心室内に配置する。他の箇所も
可能である。作動原理は同一のままであり、部材の寸法及び形態のみを、人体の上述の領
域内に導入するように適合させるべきである。
【００４８】
　本発明の医療装置及び方法により、切除先端部の上での完全な制御を達成し、治療すべ
き領域内における正確な連続切除線の生成を可能にし、それと同時に、治療すべき領域の
近傍における組織の温度の正確な測定により、治療すべき領域への熱傷の危険を最小にす
る。
【００４９】
　本発明を、特定の実施形態を参照して説明したが、上記説明は、本発明の例示であり、
本発明を限定するものと解釈すべきではない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
れた本発明の真の精神及び範囲から逸脱することなしに、種々の変更例及び適用例に思い
至るであろう。
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